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逆変換装置を用いて連系す
る場合

逆変換装置を
用いずに連系
する場合

逆潮流有
りの場合

逆潮流無
しの場合

逆潮流有
りの場合
※ 1

逆潮流無しの
場合

逆変換装置を用い
て連系する場合

逆変換装置を用い
ずに連系する場合

逆潮流有
りの場合

逆潮流無
しの場合

逆潮流有
りの場合
※ 1

逆潮流無
しの場合

※罫線の位置の誤り．

（紙版のみ）
609

第 52条 
第 2項

一 　出力 2 000 kW未満の発電所（水力
発電所，火力発電所，太陽電池発電所
及び風力発電所に限る．）であって電圧
7 000 V以下で連系等をするもの　前項
の表第一号，第二号又は第六号の事業場
二 　出力 1 000 kW未満の発電所（前号
に掲げるものを除く．）であって電圧
7 000 V以下で連系等をするもの　前項
の表第三号又は第六号の事業場
三 　電圧 7 000 V以下で受電する需要設備
　前項の表第三号又は第六号の事業場
四 　電圧 600 V以下の配電線路　当該配電
線路を管理する事業場

一 　出力 5 000 kW未満の太陽電池発電所
であって電圧 7 000 V以下で連系等をす
るもの　前項の表第六号の事業場
二 　出力 2 000 kW未満の発電所（水力発
電所，火力発電所及び風力発電所に限
る．）であって電圧 7 000 V以下で連系
等をするもの　前項の表第一号，第二号
又は第六号の事業場
三 　出力 1 000 kW未満の発電所（前号
に掲げるものを除く．）であって電圧
7 000 V以下で連系等をするもの　前項
の表第三号又は第六号の事業場
四 　電圧 7 000 V以下で受電する需要設備
　前項の表第三号又は第六号の事業場
五 　電圧 600 V以下の配電線路　当該配電
線路を管理する事業場
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